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検討事項  手数料の課金方式（負担方式）について  ①無料配布の継続、無料配布枚数の見直しについて 

 

Ⅰ．現行制度の問題点と対策について  

項 目 問題点 現行制度での対策 メリット デメリット 

１．ごみの減量化につ

いて 

ごみ減量化のための

排出抑制施策が必要

である。 

現在の無料配布枚数を見直し

減数することで、減量効果を

図る。 

減数した率がごみ減量率とし

て捉えられ市民に分かりやす

い。 

世帯人員を配慮した配付枚数

でないと市民に不公平感が残

る。 

２．不公平感について 

①指定袋配布制度 

住民登録未登録者に

は、無料ごみ袋が配布

されないので不公平

である。 

ごみ袋(有料)の価格を見直

し、ごみ袋購入の負担軽減を

図る。 

住民登録未登録者の経済的負

担が軽減される。 

市民税等が課税されない住民

登録未登録者に配布すること

は、他の市民には不公平感が

生じる。 居住を確認して配付する。 

②世帯人員 無料ごみ袋の配布は

世帯人員を考慮して

いない一定枚数であ

るので不公平である。 

世帯人員を考慮した枚数で配

布する。 

世帯人員を配慮した配付枚数

となるので、市民の不公平感

が和らぐ。 

世帯人員を配慮した配付枚数

とすると町内会等の配付事務

が煩雑になる。 

③生活スタイル ごみ種別に必要な指

定袋枚数が異なるの

で不公平である。 

他のごみ種のごみ袋と交換で

きるようにする。 

生活スタイルに応じて、無料

配布のごみ袋を他種のごみ袋

と交換できるので、市民の不

公平感が和らぐ。 

 

他のごみ種のごみ袋と共用で

きるように、現在の３種類の

ごみ袋を１～２種類にして、

無料配布をする。 

生活スタイルに応じて、無料

配布枚数内で排出量が調整で

きるので、市民の不公平感が

和らぐ。 

他のごみ種の袋と共用する

と、不適正排出や他種のごみ

袋が混ざり、回収時の手間が

増える。 
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３．指定袋のコストに

ついて 

ごみ袋の製造単価が

高騰する他、無料配布

の経費がかさむ。 

他のごみ種のごみ袋と共用で

きるように、現在の３種類の

ごみ袋を１～２種類にして、

製造単価を抑える。 

ごみ袋を１～２種類にする

と、製造単価が下がり、また

発注事務が簡素化され、行政

コストが抑えられる。 

他のごみ種の袋と共用する

と、不適正排出や他種のごみ

袋が混ざり、回収時の手間が

増える。 

現在の無料配布枚数を見直し

減数する。 

無料配布の枚数を減数するこ

とでコストを抑えられる。 

世帯人員を配慮した配付枚数

でないと市民に不公平感が残

る 

４．市民の意識につい

て 

ごみの排出量が、無料

配布枚数内のごみ袋

で足りているために

市民のコスト意識が

薄い 

現在の無料配布枚数を減数す

ることで、ごみ袋のコスト意

識を高める。 

不足分を購入することになる

と、ごみ減量化の意識やコス

ト意識が市民に働く。 

世帯人員を配慮した配付枚数

でないと市民に不公平感が残

る 

５．ごみ減量のインセ

ンティブについて 

ごみの排出量を無料

配布枚数内で抑えよ

うとする意識は働く

が、多くが枚数内で足

りているためにイン

センティブが働きに

くい。 

現在の無料配布枚数を見直し

減数することで、不足分を購

入することになり、購入枚数

を減らそうとするインセンテ

ィブが働く 

減数した率がごみ減量率とし

て捉えられ市民に分かりやす

い。 

世帯人員を配慮した配付枚数

でないと市民に不公平感が残

る。 
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Ⅱ．現行制度の見直しについて 

Ⅰ．現行制度の問題点と対策についてのとおり、現在の無料配布の継続し、無

料配布枚数を見直しにするには、公平性の確保と減量効果の観点から、次のとお

りとする。なお、見直しにあたっては、現在の配付方法の継続を前提としている

ために、住民登録未登録者の対策を除くことにする。 

① 世帯人数ごとの配布枚数の設定について 

配布枚数の設定の不公平感をできる限り少なくするには、現在の単身と複数

世帯の２区分から更に細かく区分するのが望ましいが、そのことによって、町

内会等の配付事務が煩雑になるだけでなく、行政コストの経費が増えることに

なる。 

草津市の「ごみの分別・資源化等に関するアンケート調査」では、全世帯の

過半数が、現在の無料で配布されている枚数は「多い」、「今のままでよい」

と感じている（表１）。また、５人以下の世帯の過半数では、無料の配付枚数

１０４枚/年（８．７枚/月）の月９枚以下で足りている（表２）。このことか

ら、現在の普通ごみ類の指定袋の配布枚数については、４人世帯を基準に枚数

を設定することに不公平感を感じる世帯は少ないと思われる。 

今までどおり単身用と複数世帯用（４人世帯を基準）に分けて配布するので

あれば、単身用は、排出回数に配慮して複数世帯より容量の少ない小袋を設け

て配布し、また、５人以上の世帯には、申告等により配布設定枚数の１割程度

を市役所等の窓口で超過分を配布するなど、今以上の不公平感を少なくする配

慮が必要かと思われる。 

② ごみ種別にごみ袋を配布することについて 

生活スタイルの違いによるごみ袋の過不足による不公平感を少なくするには、

生活スタイルにあったごみ袋の枚数を配布すればよいのだが、世帯人数とは異

なり、単純に区分することが困難である。余ったごみ袋を他種のごみ袋に交換

する方法もあるが、市民にとっても、交換のための手間がかかってしまうこと

になる。交換よりも、現在の３種類のごみ袋を１～２種類にして、ごみ種を問

わず袋を共用する方が、袋の製造単価等のコスト削減の観点から優れている。 

共用のごみ袋にすると、不適正排出の増加や回収時の手間が懸念されるので、

一目で、ごみ種の指定袋と分かる工夫が必要である。ペットボトル類は分かり

やすい区分と判断されるので、現在のプラスチック類とペットボトル類の共用

が望ましい。 

また、無料配布の余った袋の買い取り、粗品との交換することについては、

そのことで行政コストが増えることになるので好ましくないと考える。 
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③ 無料配布枚数の見直しについて 

    天野耕二氏（立命館大学教授）の調査によると４人世帯の年間ごみ袋使用枚数

は、平均で９８．１袋/年である（表３）。年間の無料配布枚数１０４枚/年は、

１年に５、６枚程度余る勘定になる。 

調査時の平成１３年と比べ平成２０年との家庭系普通ごみの排出量は、ほぼ同

じであるが、1人当たりと1世帯当たりの排出量は減少していることから、４人世

帯で年間の無料配布枚数１０４枚の基準は、若干多いことがうかがえ、現在の無

料配布枚数の見直しの時期に来ているといえる。 

見直しにあたっては、ごみ減量化の観点からも、草津市が、将来のごみの減量

化の目標数値を設定し、数値目標達成のために配付枚数を減数するなど、今以上

にインセンティブが働く工夫が必要とされる。 

 

Ⅲ.現行制度の見直しの課題について 

  ごみ処理費の負担の不公平感を出来る限り少なくするには、現在の無料のごみ袋

の配布枚数を世帯人数ごとに細かく区分し、配布することになるが、同じ世帯人数

であれば、配布される無料のごみ袋は一定枚数となってしまう。このことは、人数

が同じ世帯では、ごみの減量化の努力の差があるのにかかわらず、必ずしも廃棄物

の量に応じた負担にならないために、不公平感が残ってしまうという現在の超過従

量制には課題が残る。 
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表１．草津市内世帯人数別「普通ごみ類」指定袋の配布満足度 

世帯人数（人） 多い（％） 今のままで（％） 合計（％） 

１ ４２．４ ４２．４ ８４．８  

２ １８．４ ５７．０ ７５．４  

３ １０．４ ６３．２ ７３．６  

４ ４．３ ５０．６ ５４．９  

５  ７．０ ５１．２ ５８．２  

６～  ０．０ ５２．９ ５２．９  

出典：草津市「ごみの分別・資源化等に関するアンケート調査」（平成18年10月） 

 

表２．草津市内世帯人数別「普通ごみ類」指定袋の使用枚数 

世帯人数（人） 月１０枚以上使用（％） 月９枚以下使用（％） 

１  ７．１ ８０．８ 

２ ２０．６ ６６．６ 

３ ２９．５ ６２．２ 

４ ３５．８ ５３．６ 

５ ４０．７ ５０．０  

６～ ４３．７ ３８．９ 

出典：草津市「ごみの分別・資源化等に関するアンケート調査」（平成18年10月） 

 

表３．草津市内世帯人数別のごみ袋使用枚数（可燃ごみ） 

世帯人数（人） 1世帯当たりごみ袋使用枚数（袋/年） 対3人世帯比較 対4人世帯比較 

１ ６７．６ ０．７２ ０．６９ 

２ ８６．１ ０．９１ ０．８８ 

３ ９４．５ １．００ ０．９６ 

４ ９８．１ １．０４ １．００ 

５～ １０９．３ １．１６ １．１１ 

出典：家庭ごみ排出特性に関わる指定袋配布制度の評価（2001 天野耕二・松浦篤史著） 

 

表４．草津市の家庭系普通ごみ排出量推移   

年度 普通ごみ（ｔ/年） 人口（人） １人/年・kg 世帯 １世帯/年・kg 

平成１３年度 20,326（1.00） 113,335 179.3（1.00） 42,902 473.8（1.00） 

平成１７年度 19,835（0.96） 115,431 171.8（0.96） 44,769 443.1（0.94） 

平成２０年度 20,232（1.00） 119,123 169.8（0.95） 48,260 419.2（0.88） 

出典：草津市クリーンセンター調べ 

※表中の（ ）内数値は、対平成 13年度比。 
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全国超過従量制（無料配布制有り）の都市（人口10万人～15万人） ※可燃ごみのみ調査 

都道府県 都市名 世帯人数 配布数（枚） 指定袋容量（ℓ） 配付種類 超過（円/枚） 配布方法 配布対象者 備考 

千葉県 

157千人 

野田市 

61千世帯 

1 

130 

20ℓ 可燃 

不燃 

85 
引換券を

郵送で 
住民登録者 

余った引換券は、トイレットペーパ

ーと交換可。 2～4 30ℓ 125 

5～ 40ℓ 170 

岐阜県 

165千人 

大垣市 

62千世帯 

1 80 

自由袋 

45ℓ以内 
可燃 150 

シールを

自治会で 
住民登録者 

福祉シール(高齢者、障害者用の紙お

むつ)、乳幼児シール、団体シール(清

掃)の無料配布有り。 

余ったシールは自治会で回収し、回

収報奨金を交付。 

2～3 90 

4～5 120 

6～7 130 

8～ 140 

愛知県 

108千人 

東海市 

44千世帯 

1 60 30ℓ 可燃、不燃 

資源用 

粗大ごみ 

110 引換券を 住民登録者 

他ごみ種の袋との交換可。 

2～5人世帯は、市のごみ排出量調査

で、同じ配付枚数以内で納まる結果。 

2～5 80 
40ℓ 

6～ 105 

大阪府 

116千人 

河内長野

市 

46千世帯 

1～2 110 
推奨袋 

30ℓ(1枚使用) 

45ℓ(2枚使用) 

可燃 

不燃 

粗大ごみ 

50（30ℓ） 

100（45ℓ） 

シールを

宅配業者

で 

住民登録者 

 

住民登録未登録者は、居住が証明で

きる公共料金等の領収書を持参して

申請。 

3～4 220 

5～6 280 

7～ 340 

大阪府 

128千人 

箕面市 

54千世帯 

1 1,600ℓ 

30ℓ 可燃 60 
引換券を

郵送で 
住民登録者 

大袋(30ℓ)と小袋(20ℓ)の組み合わせ

が自由。 2 2,400ℓ 

3 3,600ℓ 

4 4,200ℓ 

5 4,800ℓ 

滋賀県 栗東市 全世帯 104 5kg以内 可燃、破砕 100 シール 住民登録者  
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